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景観マスタープラン策定にあたって

由布市は平成19年７月に策定した「総合計画」において、「融和」「協働」「発展」を基本
理念に掲げ、市民とともに『地域自治を大切にした、安全安心な日本一住みよいまちづくり』
に取り組んでいくことを基本としています。その中で、「美しく豊かな街なみの形成」を掲げ、
特に景観面においては景観法に基づく景観計画の策定づくりを重要な施策として位置づけてい
ます。
由布市は、観光産業によって発展してきた湯布院地域、山間部の農林業を中心に発展してき

た庄内地域、大分市の近郊都市として発展してきた挾間地域の３つの地域から成り立っており、
それぞれの地域によって、産業構造や土地利用も大きく異なっています。
本景観マスタープランは、そうした由布市の現状をふまえ、由布市全域の将来を見据えた景

観形成基本方針を定めています。また、その方針は、景観づくりと密接に関連する都市計画や
まちづくり条例を踏まえたものとしています。さらには、地域性の異なる湯布院、庄内、挾間
地域ごとに、条例や都市計画、景観の問題や課題を明らかにし、地域それぞれの基本方針を定
めました。特に土地利用や景観の問題が深刻化している湯布院地域におきましては、より詳細
な個別方針を定めています。
今後は、この景観マスタープランの方針である自然や地形によって育まれた景観を守り、地

域固有の歴史や文化、営みを尊重し、これまで培ってきた景観まちづくりの精神とルールを受
け継ぎながら、住みたくなる、住み続けたくなる住民主体の景観づくりを進めていきます。

平成２１年３月

由布市長 首 藤 奉 文
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